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奈
良
県
人
と
人
及
び
人
と
社
会
が
つ
な
が
り
支
え
合
う
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
二
号

奈
良
県
人
と
人
及
び
人
と
社
会
が
つ
な
が
り
支
え
合
う
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

奈
良
県
域
地
域
福
祉
計
画
（
第
六
条
）

第
三
章

基
本
的
施
策
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
四
章

そ
の
他
の
措
置
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

附
則

日
本
の
社
会
保
障
は
、
人
々
の
生
活
の
安
定
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
課
題
を
想
定
し
、
そ
の
解
決

を
目
的
と
し
て
、
現
金
給
付
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
現
物
給
付
を
行
う
と
い
う
基
本
的
な
方
針

の
下
で
、
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上
を
実
現
し
て
き
た
。

特
に
、
社
会
福
祉
の
分
野
で
は
、
家
族
が
そ
の
構
成
員
を
支
え
る
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
、
生
活
保
護
、

高
齢
者
介
護
、
障
害
福
祉
、
児
童
福
祉
等
の
分
野
ご
と
の
制
度
が
発
展
し
、
専
門
的
な
支
援
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
人
口
の
減
少
及
び
少
子
高
齢
化
に
よ
る
家
族
が
そ
の
構
成
員
を
支
え
る
関

係
及
び
地
域
住
民
相
互
の
関
係
の
希
薄
化
等
の
地
域
社
会
の
持
続
性
に
関
す
る
課
題
の
増
加
並
び
に
雇

用
形
態
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
個
人
や
世
帯
が
生
活
に
お
い
て
抱
え
る
課
題
が

多
様
化
し
、
従
来
の
分
野
ご
と
の
制
度
の
み
で
は
一
人
一
人
に
寄
り
添
っ
た
き
め
細
か
な
支
援
が
困
難

な
状
況
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
奈
良
県
で
は
、
市
町
村
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
困
り
ご
と
を
抱

え
る
人
に
寄
り
添
い
伴
走
す
る
意
識
を
基
盤
と
し
、
地
域
の
多
様
な
人
的
及
び
物
的
資
源
を
最
大
限
活

用
し
て
、
困
り
ご
と
を
包
括
的
に
受
け
止
め
、
困
り
ご
と
を
抱
え
る
人
を
支
え
、
人
と
人
及
び
人
と
社

会
の
つ
な
が
り
を
確
保
し
、
誰
も
が
社
会
の
一
員
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
日
本
一
福
祉
の
進
ん
だ
地
域
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
地
域
福
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祉
の
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
県
民
が
相
互
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
社
会
に
参
加
し
、
支
え
合
う
地
域
福

祉
（
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県

の
責
務
並
び
に
市
町
村
等
と
の
連
携
及
び
協
力
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
福
祉
の

推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
県
民
の
多
様
な
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
仕
組
み
の
構
築
を
図
り
、
も
っ
て
県

民
が
相
互
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

地
域
生
活
課
題

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
課
題
を
い
う
。

二

関
係
機
関
等

国
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
市
町
村
を
除
く
。
）
及
び
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す

る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。

三

県
民
等

県
民
及
び
県
内
に
お
い
て
事
業
活
動
等
を
行
う
者
又
は
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

地
域
福
祉
の
推
進
は
、
県
民
及
び
そ
の
世
帯
が
、
多
様
か
つ
複
合
的
な
要
因
に
よ
り
地
域
生

活
課
題
を
抱
え
、
必
要
と
す
る
支
援
等
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
県
、
市
町
村
及
び
関

係
機
関
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
た
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
当
該
地
域
生

活
課
題
の
把
握
を
積
極
的
に
行
い
、
必
要
な
支
援
等
を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、

県
民
が
地
域
社
会
に
お
い
て
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
理
解
を
深
め
、
協
力
し
、
及
び
共
生
す

る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
県
民

及
び
そ
の
世
帯
が
抱
え
る
地
域
生
活
課
題
に
応
じ
て
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
必
要

な
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
及
び
協
力
）

第
五
条

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
地
域
福
祉
に
関
し
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
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鑑
み
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な
役
割

分
担
を
踏
ま
え
、
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
、
収
集
及
び
分
析
に

努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
に
対
し
て
、
適
切
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

奈
良
県
域
地
域
福
祉
計
画

第
六
条

知
事
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、

法
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

基
本
的
施
策

（
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
の
促
進
）

第
七
条

県
は
、
県
民
の
多
様
な
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
仕
組
み
の
構
築
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
体
制
の
整
備
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
県
民
（
他
の
県
民
及
び
そ
の
世
帯
の
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
た
県

民
等
を
含
む
。
）
が
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
に
対
し
、
支
援
及
び
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
体
制

二

市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
、
相
互
の
有
機
的
な
連
携
の
下
、
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す

る
支
援
等
を
一
体
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
体
制

三

市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
、
継
続
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
県
民
及
び
そ
の
世
帯
に
対
し
、

状
況
の
把
握
、
相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
支
援
等
を
包
括
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
体

制
四

県
民
が
、
地
域
社
会
に
参
加
し
、
相
互
に
交
流
を
行
う
機
会
を
確
保
す
る
体
制

２

県
は
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

前
項
の
施
策
の
効
果
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
八
条

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
継
続
的
に
担
う
こ
と
が

で
き
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
研
修
の
実
施
そ
の
他

の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
理
解
の
増
進
）

第
九
条

県
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
等
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
協
力
を
得

ら
れ
る
よ
う
、
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
章

そ
の
他
の
措
置

（
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
支
援
）

第
十
条

県
は
、
市
町
村
が
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
を
円
滑

に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
の
締
結
等
）

第
十
一
条

県
は
、
地
域
福
祉
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
協
定
を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
助

言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果

的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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奈
良
っ
子
は
ぐ
く
み
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
一
号

奈
良
っ
子
は
ぐ
く
み
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策

第
一
節

子
ど
も
の
健
や
か
な
は
ぐ
く
み
（
第
八
条
―
第
十
四
条
）

第
二
節

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
三
節

困
難
な
状
況
に
あ
る
子
ど
も
に
対
す
る
支
援
（
第
十
七
条
―
第
十
九
条
）

第
四
節

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
（
第
二
十
条
）

第
三
章

そ
の
他
の
措
置
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

附
則

全
て
の
子
ど
も
は
、
権
利
の
主
体
で
あ
り
、
社
会
を
構
成
す
る
大
切
な
一
員
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人

一
人
違
う
個
性
を
有
し
、
未
来
を
切
り
拓
く
限
り
な
い
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
社
会
に

ひ
ら

お
け
る
、
多
様
な
経
験
や
様
々
な
人
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
大
人
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
安
心

感
に
包
ま
れ
る
こ
と
で
、
自
ら
を
大
切
に
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
感
じ
る
と
と
も
に
、
人
を
思
い
や
る

心
を
培
い
、
安
心
し
て
健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
核
家
族
化
、
地
域
に
お
け
る
人
間
関
係
の
希
薄
化
等
に
伴
い
、
子
ど
も
を
見
守
る

力
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
子
育
て
家
庭
の
孤
立
化
及
び
子
育
て
に
関
す
る
不
安
又
は
負
担
の
増
大

を
招
き
、
不
適
切
な
養
育
に
つ
な
が
る
な
ど
、
子
ど
も
が
多
く
の
大
人
か
ら
見
守
ら
れ
安
全
に
安
心
し

て
育
つ
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
私
た
ち
は
、
相
互
に
連
携
し
、
協
働
し
て
、
か
つ
、
社
会
全

体
で
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
本
県
で
育
つ
全
て
の
奈
良
っ
子
が
日
々
喜
び
や
感
動
に
あ
ふ
れ
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
抱

き
な
が
ら
、
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
取
り
組
む
た
め
、
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
。

第
一
章

総
則
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
、
市
町
村
及

び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
等
並
び
に
保
護
者
、
県
民
等
及
び
関
係
団
体
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
子
ど
も
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
成
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

子
ど
も

十
八
歳
未
満
の
者
を
い
い
、
十
八
歳
に
達
し
た
後
も
引
き
続
き
施
策
の
対
象
と
す
る

必
要
が
あ
る
者
を
含
む
。

二

は
ぐ
く
み

大
切
に
守
る
と
と
も
に
、
心
身
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

三

関
係
機
関
等

国
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
市
町
村
を
除
く
。
）
及
び
関
係
団
体
等
（
子
ど
も
の

は
ぐ
く
み
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い

う
。

四

保
護
者

親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
子
ど
も
を
現
に
監
護
す
る
者
を

い
う
。

五

県
民
等

県
民
及
び
県
内
に
お
い
て
事
業
活
動
等
を
行
う
者
又
は
団
体
を
い
う
。

六

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
育
て
家
庭

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

ア

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
で

あ
っ
て
、
要
保
護
者
に
子
ど
も
を
含
む
も
の

イ

子
ど
も
の
保
護
者
が
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
家
庭

ウ

子
ど
も
の
保
護
者
が
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十

九
号
）
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
又
は
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
家
庭

エ

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
、
市
町
村
又
は
関
係
機
関
等
か
ら
経
済
的
支
援

そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
い
る
家
庭

（
基
本
理
念
）

第
三
条

子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
全
て
の
子
ど
も
の
有
す
る
権
利
を
十
分
に
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尊
重
し
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
優
先
し
て
考
慮
す
る
こ
と
。

二

科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
個
性
、
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
子
ど
も
の
成

長
の
可
能
性
を
最
大
限
に
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
。

三

多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
を

社
会
全
体
で
支
え
る
こ
と
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
子
ど

も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
及
び
協
力
）

第
五
条

県
は
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
施
策
を
最
も
適
切
な
環
境
の
下
で
推
進
す
る
た
め
、

市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す

る
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
の
役
割
）

第
六
条

保
護
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
が
子
育
て
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有
す

る
と
の
認
識
の
下
、
必
要
に
応
じ
て
県
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
に
よ
る
支
援
を
活
用
し
つ
つ
、

適
切
な
環
境
に
お
い
て
、
愛
情
を
も
っ
て
子
ど
も
を
養
育
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
及
び
関
係
団
体
等
の
役
割
）

第
七
条

県
民
等
及
び
関
係
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
つ
い
て
の

理
解
及
び
関
心
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

基
本
的
施
策

第
一
節

子
ど
も
の
健
や
か
な
は
ぐ
く
み

（
乳
幼
児
の
は
ぐ
く
み
）

第
八
条

県
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
の
生
活
を
取
り
巻
く
環
境
に
応
じ
て
良
質
か
つ
適
切
な
保
育
及
び

教
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
子
ど
も
及
び
子
育
て
家
庭
の
状
況
並
び
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
子
ど
も
が
自
己
を
大
切
な
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
、
か
つ
、
他
者
を
尊
重
す
る
精
神
を
培

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
芸
術
、
自
然
等
に
親
し
む
機
会
の
提
供
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
遊
び
及
び
運

動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
は
ぐ
く
み
の
場
の
充
実
）

第
九
条

県
は
、
子
ど
も
が
地
域
に
お
い
て
多
様
な
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
文
化
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芸
術
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
自
然
体
験
活
動
そ
の
他
の
体
験
活
動
の
機
会
及
び
他
の
世
代
と
の
交

流
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
子
ど
も
が
地
域
に
お
い
て
安
全
に
安
心
し
て
交
流

し
、
及
び
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
場
所
の
確
保
、
学
習
支
援
活
動
等
の
取
組
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
の

必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
活
動
を
通
じ
た
は
ぐ
く
み
）

第
十
条

県
は
、
県
民
等
が
相
互
に
交
流
し
、
及
び
連
携
し
て
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
地
域
に
お
け

る
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
活
動
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

情
報
の
提
供
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
相
互
に
尊
重
し
合
う
心
を
培
う
は
ぐ
く
み
）

第
十
一
条

県
は
、
子
ど
も
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
支
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

性
別
、
国
籍
、
障
害
の
有
無
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
子
ど
も
が
と
も
に
育
つ
こ
と
が
で
き
る
環

境
の
整
備
、
人
材
の
育
成
、
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
子
ど
も
の
意
見
の
尊
重
）

第
十
二
条

県
は
、
子
ど
も
の
意
見
が
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
表

明
の
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
権
利
及
び
利
益
の
尊
重
に
関
す
る
啓
発
そ
の
他
の
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
子
ど
も
の
抱
え
る
不
安
が
解
消
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
適
切
に
連
携

し
、
子
ど
も
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
男
性
の
育
児
参
画
の
促
進
）

第
十
三
条

県
は
、
男
性
の
育
児
参
画
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
県

民
等
に
対
す
る
啓
発
、
男
性
に
対
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
社
会
全
体
に
よ
る
は
ぐ
く
み
）

第
十
四
条

県
は
、
県
民
等
及
び
関
係
団
体
等
の
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
を
推
進

し
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
取
り
組
む
気
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
、

啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援

（
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
経
済
的
支
援
等
）
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第
十
五
条

県
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
育
て
家
庭
の
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
及
び
経
済
的
自

立
を
図
る
た
め
、
各
種
の
給
付
金
の
支
給
、
貸
付
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
経
済
的
支
援
、
相
談
、
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
育
て
家
庭
の
保
護
者
が
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
就
業
に
関
す
る
相
談
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
母
子
家
庭
等
に
対
す
る
生
活
上
の
支
援
）

第
十
六
条

県
は
、
母
子
家
庭
等
の
保
護
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
市

町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
生
活
上
の
支
援
を
行
う
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
母
子
家
庭
等
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
必
要
な
養
育
に
要
す
る
費
用
の
支
払
並
び
に

父
又
は
母
と
子
ど
も
と
の
面
会
及
び
そ
の
他
の
交
流
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
相
談
、
情
報
の

提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

困
難
な
状
況
に
あ
る
子
ど
も
に
対
す
る
支
援

（
体
罰
に
よ
ら
な
い
子
育
て
の
推
進
）

第
十
七
条

県
は
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
子
育
て
を
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
、
県

民
等
及
び
関
係
団
体
等
に
対
す
る
啓
発
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
児
童
虐
待
の
予
防
等
）

第
十
八
条

県
は
、
児
童
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
そ
の
他
の
児
童
虐
待
の
防
止
並
び
に
児
童
虐
待

を
受
け
た
子
ど
も
の
迅
速
か
つ
適
切
な
保
護
及
び
自
立
の
支
援
に
資
す
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
す
る

指
導
、
市
町
村
及
び
児
童
相
談
所
に
お
け
る
相
談
支
援
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
関
係
機
関
が
速

や
か
に
情
報
の
交
換
そ
の
他
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
市

町
村
が
協
議
会
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
円
滑
な
運
営
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
）

第
十
九
条

県
は
、
保
護
者
の
な
い
子
ど
も
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
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め
ら
れ
る
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
よ
う
、
児
童
養
護
施
設
、
里
親
等
の
役
割
に
関
す
る

理
解
の
促
進
、
社
会
的
養
護
を
担
う
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制

第
二
十
条

県
は
、
子
育
て
家
庭
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
実
情
に
即
し
た
解
決
を
図

る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
、
支
援
を
必
要
と
す
る
子
育
て
家
庭
に
対
し
、
状
況
の
把
握
、

相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
包
括
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
体
制
の
整
備
の
促
進
そ

の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

そ
の
他
の
措
置

（
実
施
計
画
の
策
定
）

第
二
十
一
条

知
事
は
、
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る

た
め
の
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
実
施
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
実
施
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
実
施
状
況
の
公
表
）

第
二
十
二
条

知
事
は
、
毎
年
度
一
回
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
県
が
講
じ
た
施
策
の
実
施
状
況
を
と
り

ま
と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
二
十
三
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
子
ど
も
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、

効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
三
号

地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関
す
る
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
八
条
―
第
十
条
）

第
三
章

そ
の
他
の
措
置
（
第
十
一
条
―
第
十
四
条
）

附
則

日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
雇
用
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
て
新
規
卒
業
者
を
採
用
し
、
就
業
時

間
及
び
就
業
場
所
を
硬
直
的
に
定
め
、
事
業
者
が
人
材
を
育
成
す
る
、
い
わ
ゆ
る
日
本
型
雇
用
の
考
え

方
及
び
仕
組
み
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
き
た
。

日
本
型
雇
用
は
、
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
が
、
労
働
者
が
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
変
化
、
人

生
設
計
等
に
応
じ
た
形
態
で
就
労
す
る
こ
と
や
、
離
職
し
た
後
に
再
び
就
労
し
活
躍
す
る
こ
と
等
、
そ

れ
ぞ
れ
の
希
望
や
事
情
に
応
じ
た
就
労
を
困
難
に
し
、
労
働
力
の
非
効
率
な
使
用
の
一
因
に
も
な
っ
て

き
た
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
人
口
の
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
、
情
報
化
等
の
急
激
な
進
展
に
伴

う
雇
用
環
境
の
変
化
も
著
し
く
、
労
働
力
の
地
域
偏
在
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
雇
用
情
勢
下
に
お
い
て
、
地
域
経
済
が
持
続
的
に
発
展
し
、
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
て
新
規
卒
業
者
を
採

用
し
、
事
業
者
が
人
材
を
育
成
す
る
等
の
従
来
の
日
本
型
雇
用
か
ら
、
地
域
に
お
い
て
、
人
材
を
育
成

し
、
多
様
な
人
材
が
自
ら
の
適
性
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
等
に
応
じ
て
希
望
す
る
形
態
で
就
労
し
、
ま
た
、

一
旦
離
職
し
て
も
再
就
職
し
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
主
導
型
雇
用
へ
、
こ
れ
ま
で
の
雇
用
に
つ

い
て
の
考
え
方
及
び
仕
組
み
は
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
つ
い
て
、
基

本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
本
県
に
お
け
る
雇
用
に
関
す
る
様
々
な
施
策
を
体
系

化
し
、
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
型
雇
用
に
代
わ
る
地
域
に
お

け
る
望
ま
し
い
雇
用
の
仕
組
み
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
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制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に

関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
事
業
者
、
関
係
団
体
等
及
び
県
民
の
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関

す
る
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
雇
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
及
び
仕
組
み
の
革
新
を
図
る
た
め

の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
人
材
が
希
望
に
応
じ
て
就
労
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
地
域
の
雇
用
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
経
済
の
持
続
的
な
発
展
及

び
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

結
婚
、
育
児
、
介
護
そ
の
他
の
個
人
を
取
り
巻
く
環
境
に
応
じ
て
変
化
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
段
階
を
い
う
。

二

リ
カ
レ
ン
ト
教
育

教
育
機
関
又
は
教
育
関
係
事
業
者
（
以
下
「
教
育
機
関
等
」
と
い
う
。
）

が
提
供
す
る
学
び
直
し
の
た
め
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
並
び
に
職
業
訓
練
そ
の
他
の
職
業
能
力
を

開
発
し
、
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
の
教
育
を
改
め
て
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

三

実
学
教
育

高
等
学
校
等
に
お
け
る
産
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
実
践
的
な
教
育
を
い
う
。

四

関
係
団
体
等

産
業
関
係
団
体
、
金
融
関
係
団
体
、
労
働
関
係
団
体
、
社
会
福
祉
関
係
団
体
そ

の
他
の
求
職
者
若
し
く
は
労
働
者
又
は
事
業
者
を
支
援
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関
す
る
施
策
は
、

地
域
に
お
い
て
、
多
様
な
人
材
を
育
成
し
、
就
労
を
希
望
す
る
全
て
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適
性
、
ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
生
活
様
式
等
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る
職
業
及
び
働
き
方
に
よ
り
就
労
し
、
離

職
し
た
場
合
に
お
い
て
も
再
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
人
口
の
減

少
、
少
子
高
齢
化
等
の
急
激
な
進
展
に
伴
う
我
が
国
の
雇
用
情
勢
の
変
化
に
適
切
に
対
応
し
、
こ
れ

ま
で
の
雇
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
及
び
仕
組
み
を
変
化
さ
せ
、
地
域
経
済
の
持
続
的
な
発
展
並
び
に

県
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
つ
な
が
る
と
の
認
識
の
下
、
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）
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第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
地
域

に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
体
系
化
し
、

国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
五
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進

及
び
再
就
職
の
支
援
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
の
募
集
及
び
採
用
の
方
法
の

改
善
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
、
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
機
会
を
提
供
す
る
教
育
機
関
等
と

の
連
携
及
び
協
力
そ
の
他
の
多
様
な
人
材
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
し
て
活
躍
す
る
た
め

の
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
従
業
員
が
自
ら
の
適
性
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
生
活
様
式

等
に
応
じ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
多
様
な
人
材
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
働
き
方
を
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
事
業
規
模
の
縮
小
等
に
伴
い
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労

働
者
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
が
行
う
求
職
活
動
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
の
再
就
職
に
関
す
る
支
援

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
職
業
及
び
生
活
の
安
定
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
実
学
教
育
を
行
う
高
等
学
校
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
団
体
等
の
役
割
）

第
六
条

関
係
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
、
県
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
地
域
に
お
け

る
多
様
な
人
材
の
育
成
並
び
に
そ
の
希
望
に
応
じ
た
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
七
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
に
お
け
る
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
等
に
よ
る
職
業
能
力

の
開
発
及
び
向
上
、
就
労
並
び
に
再
就
職
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
及
び
関
心
を
深
め
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

基
本
的
施
策

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
）

第
八
条

県
は
、
多
様
な
人
材
が
職
業
に
対
す
る
興
味
を
養
い
、
か
つ
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
学
齢
期
か
ら
そ
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
幅
広
い
分
野
の
職
業
に
触
れ
る
機
会
及
び
就
労

に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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２

県
は
、
多
様
な
人
材
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
実
学
教
育
の
内
容
の
充
実
、

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
機
会
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
地
域
に
お
け
る
人
材
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
人
材
が
不
足

す
る
産
業
分
野
並
び
に
新
た
な
産
業
及
び
技
術
を
担
う
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
就
労
の
促
進
）

第
九
条

県
は
、
多
様
な
人
材
が
自
ら
の
適
性
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
生
活
様
式
等
に
応
じ
て
主
体
的

な
職
業
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
実
習
、
就
労
体
験
等
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
就
労
を
促
進
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
、
地
域
の
実

情
等
に
応
じ
て
、
就
労
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
相
談
、
就
労
の
あ
っ
せ
ん
並

び
に
職
場
へ
の
定
着
ま
で
の
支
援
を
一
体
的
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
多
様
な
人
材
が
円
滑
に
就
労
を
進
め
る
た
め
に
生
活
上
の
支
援
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
市
町
村
及
び
社
会
福
祉
協
議
会
そ
の
他
の
生
活
支
援
を
行
う
団
体
と
連
携
し
、
相
談
、
助

言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

県
は
、
事
業
者
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
適
正
か
つ
円
滑
な
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、
多
様
な
人

材
の
特
性
に
応
じ
た
活
用
、
労
働
環
境
の
整
備
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者

に
対
す
る
相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

県
は
、
多
様
な
人
材
が
生
活
と
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
自
ら
の
適
性
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
生
活
様

式
等
に
応
じ
て
そ
の
能
力
を
有
効
に
発
揮
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
テ
レ
ワ
ー
ク
そ
の

他
の
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
再
就
職
の
支
援
）

第
十
条

県
は
、
地
域
に
お
い
て
多
様
な
人
材
が
再
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
離

職
に
至
っ
た
事
情
、
能
力
、
経
験
等
を
踏
ま
え
て
、
再
就
職
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に

関
す
る
相
談
、
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
に
お
い
て
多
様
な
人
材
が
円
滑
に
再
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
研
修
の
実
施
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

そ
の
他
の
措
置

（
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
の
連
携
及
び
協
力
）
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第
十
一
条

県
は
、
前
章
に
定
め
る
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職

の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
及
び

協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
の
場
の
設
置
）

第
十
二
条

県
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
に
関
す

る
施
策
を
一
体
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
の
協
議
の
場

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
協
議
の
場
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も

に
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再
就
職
の
支
援
が
地
域
経
済
の
持
続

的
な
発
展
及
び
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
と
の
認
識
を

共
有
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
三
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
地
域
に
お
け
る
多
様
な
人
材
の
育
成
、
就
労
の
促
進
及
び
再

就
職
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
状
況
の
公
表
）

第
十
四
条

知
事
は
、
毎
年
度
一
回
、
こ
の
条
例
に
基
づ
き
県
が
講
じ
た
施
策
の
実
施
状
況
を
と
り
ま

と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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奈
良
県
美
し
い
南
部
・
東
部
地
域
を
県
と
市
町
村
が
協
働
し
て
振
興
を
図
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
号

奈
良
県
美
し
い
南
部
・
東
部
地
域
を
県
と
市
町
村
が
協
働
し
て
振
興
を
図
る
条
例

奈
良
県
の
南
部
・
東
部
地
域
は
、
美
し
い
自
然
及
び
景
観
、
豊
か
な
歴
史
文
化
等
、
国
内
外
に
誇
る

魅
力
あ
る
地
域
で
あ
る
と
と
も
に
、
食
料
、
木
材
、
水
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
、
生
物
の

多
様
性
の
確
保
そ
の
他
の
自
然
環
境
の
保
全
、
本
県
が
誇
る
魅
力
あ
る
生
活
文
化
及
び
歴
史
文
化
の
継

承
、
県
土
全
体
に
お
け
る
水
害
等
の
自
然
災
害
の
発
生
防
止
、
健
全
な
水
循
環
の
維
持
等
の
重
要
な
役

割
を
担
う
地
域
で
あ
る
。

ま
た
、
奈
良
県
の
発
展
は
、
南
部
・
東
部
地
域
に
支
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
今
後
も
、
南
部

・
東
部
地
域
の
持
続
的
発
展
は
、
県
全
体
の
発
展
の
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
部
・
東
部
地
域
は
、
若
年
層
の
流
出
に
よ
る
人
口
の
減
少
及
び
少
子
高
齢
化
の

進
展
が
他
の
地
域
と
比
較
し
て
著
し
く
、
産
業
、
教
育
、
福
祉
、
医
療
、
交
通
等
の
多
く
の
分
野
で
解

決
す
べ
き
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
南
部
・
東
部
地
域
に
お
い
て
、
県
民
生
活
を
支
え
る
森

林
環
境
の
維
持
向
上
及
び
水
資
源
の
保
全
を
図
り
つ
つ
、
地
域
資
源
の
活
用
に
よ
る
人
々
の
交
流
の
拡

大
、
経
済
の
好
循
環
及
び
脱
炭
素
社
会
を
実
現
し
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を

県
民
共
通
の
目
標
と
し
て
、
県
、
市
町
村
、
県
民
等
が
相
互
に
協
力
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
積
極
的

に
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
県
と
市
町
村
と
の
協
働
に
よ
る
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
明
ら

か
に
し
て
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
実
効
性
の
あ
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ

の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
と
南
部
・
東
部

市
町
村
と
の
協
働
等
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
及
び
関
係
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
等
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
南
部
・
東
部
地
域
の
活
性
化
及
び
県
民
生
活
の
向
上
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

南
部
・
東
部
地
域

南
部
・
東
部
市
町
村
が
管
轄
す
る
地
域
を
い
う
。

二

南
部
・
東
部
市
町
村

五
條
市
、
御
所
市
、
宇
陀
市
、
山
辺
郡
山
添
村
、
宇
陀
郡
曽
爾
村
及
び

御
杖
村
、
高
市
郡
高
取
町
及
び
明
日
香
村
並
び
に
吉
野
郡
吉
野
町
、
大
淀
町
、
下
市
町
、
黒
滝
村
、

天
川
村
、
野
迫
川
村
、
十
津
川
村
、
下
北
山
村
、
上
北
山
村
、
川
上
村
及
び
東
吉
野
村
を
い
う
。

三

関
係
市
町
村

南
部
・
東
部
市
町
村
以
外
の
県
内
の
市
町
村
で
あ
っ
て
、
南
部
・
東
部
地
域
の

振
興
に
関
係
す
る
も
の
を
い
う
。

四

関
係
事
業
者

南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個

人
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
は
、
本
県
に
お
い
て
南
部
・
東
部
地
域
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性

を
踏
ま
え
、
県
、
南
部
・
東
部
市
町
村
及
び
関
係
市
町
村
、
県
民
並
び
に
関
係
事
業
者
が
適
切
な
役

割
分
担
並
び
に
相
互
の
連
携
及
び
協
力
の
下
、
南
部
・
東
部
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
、
雇
用
の

創
出
、
生
活
環
境
の
確
保
及
び
充
実
等
を
図
り
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
沿
う
拠
点
の
形
成
、
拠
点
間
の

結
節
の
確
保
並
び
に
必
要
な
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
南
部
・
東
部
地
域

の
人
口
の
社
会
減
少
（
人
口
の
流
出
数
が
流
入
数
を
上
回
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
抑
制
し
、
持
続
的

発
展
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
南
部
・
東
部
市
町
村
と
の
協
働
及
び
関
係
市
町
村
と
の
連
携
）

第
四
条

県
と
南
部
・
東
部
市
町
村
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。

）
に
の
っ
と
り
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
つ
い
て
、
共
通
の
目
標
を
定
め
、
協
働
し
て
施
策
を

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
南
部
・
東
部
市
町
村
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
市
町
村
と
連
携
し
て
、
南
部
・
東

部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
働
又
は
連
携
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的
取
組
を
尊
重
し
て
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

（
協
議
の
場
の
設
置
）

第
五
条

県
は
、
県
と
南
部
・
東
部
市
町
村
が
協
働
し
て
実
施
す
る
施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、

南
部
・
東
部
市
町
村
と
の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
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（
県
の
責
務
）

第
六
条

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
南
部
・
東
部
市
町
村
と
協
働
し
て
、
南
部
・
東
部
地
域
の

振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
南
部
・
東
部
地
域
が
こ
れ
ま
で
県
の
発
展
に
果
た
し
て
き
た
役
割
、
南
部
・
東
部
地
域
の

現
状
及
び
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
関
心
及
び
理
解

を
深
め
る
取
組
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
及
び
関
係
事
業
者
の
役
割
）

第
七
条

県
民
及
び
関
係
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
南
部
・
東
部
地
域
に
つ
い
て
の
関
心

及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
基
本
計
画
）

第
八
条

知
事
は
、
南
部
・
東
部
市
町
村
と
協
働
し
て
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
本
計
画
は
、
南
部
・
東
部
地
域
の
現
状
及
び
課
題
を
踏
ま
え
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関

す
る
主
要
な
目
標
並
び
に
産
業
の
振
興
及
び
雇
用
の
創
出
、
住
民
の
福
祉
の
向
上
及
び
生
活
の
安
定
、

防
災
・
減
災
対
策
の
推
進
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
の
推
進
等
の

基
本
的
施
策
（
以
下
「
基
本
的
施
策
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
五
条
の
協
議
の
場
に
諮
り
、
当
該
場
に
お

い
て
聴
取
し
た
南
部
・
東
部
市
町
村
の
意
見
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
県
民
及
び
関
係
事
業
者
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
本
的
施
策
の
実
施
）

第
九
条

県
は
、
基
本
的
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
第
五
条
の
協
議
の
場
を
活
用
す
る
等
に
よ
り
、

南
部
・
東
部
市
町
村
と
の
協
働
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
基
本
的
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
施
策
の
分
野
ご
と
に
、
拠
点
の
形
成
、
拠

点
間
の
結
節
の
確
保
並
び
に
必
要
な
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
南
部
・
東
部
市
町
村
に
対
す
る
支
援
）

第
十
条

県
は
、
南
部
・
東
部
市
町
村
が
実
施
す
る
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
支
援
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す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
一
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、

効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
八
条
の
基
本
計
画
を
定
め
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
南

部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関
す
る
県
の
基
本
的
な
計
画
で
あ
っ
て
、
南
部
・
東
部
地
域
の
振
興
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
も
の
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
基
本
計
画
と
み
な
す
。
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